
Q フレックスタイム制のもとで休日労働を行った場合の取り扱いは 

 

A 

 フレックスタイム制のもとで休日労働を行った場合には、その休日労働の時

間は清算期間における総労働時間や時間外労働とは別個のものとして取り扱わ

れ、３割５分以上の割増賃金率で計算した賃金の支払いが必要です。  

なお、時間外労働の上限規制との関係については、時間外労働と休日労働を合

計した時間に関して、①単月 100 時間未満、②複数月平均 80 時間以内の要件

を満たさなければなりません。 


